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決議Ⅸ.10 

「条約事務局」の呼称及び地位について 
 

 

1.  条約の事務局機能に等しい任務を果たす管理ユニットを「事務局（the Bureau）」と呼ぶラ

ムサール条約第 2 条 1 項、第 6 条 1 項、第 10 条 2 項の 3 と同様、事務局が行うべき任務を

明記する条約第 8 条を想起し、 
  

 
2. 現代的慣例に従うと「事務局（Bureau）」という呼称は十分ではないとする IUCN 環境法

センターの法律に関する意見（第 9 回締約国会議（COP9）文書 19）に留意し、 
 
3.  条約事務局（Secretariat）の対外交渉においても「事務局（Bureau）」という呼称は十分で

はないことを認識し、 
 
4.  このような交渉において条約事務局がより相応しい呼称の使用を認めることが必要である

ことも再び認識し、 
 
5.  本決議が、条約の条文ならびに条約の機構による関連する決定や決議において確立された

「条約事務局（Bureau）」機能の変更を意図するものではないことを確認し、 
 
6. ラムサール条約は政府間条約として認識されていること、またその機能に関しては引き続

き締約国が主権者であることに留意し、 
 

締約国会議は、 
 

7.  ラムサール事務局（Bureau）は、その対外交渉において「ラムサール条約事務局（Ramsar 
Secretariat）」という呼称がよりふさわしいと考えられる場合は、公的な声明と文書の中で

この表現を使用することを決定する。 
 
8.  「条約事務局（Secretariat）」という呼称の使用は、条約本文ならびに条約の機構の関連す

る決定や決議において規定された事務局の機能に影響しないことを再確認する。 
 
9.  条約事務局長に対して、条約事務局の地位を、IUCN と受入国とのつながりは認識し維持

しつつ、国際的な組織または他の地位へ変更することに伴う法律上また実際上の影響だけ

でなく、そのための選択肢に関して、受入国その他関連団体や政府をはじめ IUCN やユネ

スコなどの適当な団体との協議プロセスに携わるように指示する。 
 
10.  条約事務局長に対して、この協議の結果について、常設委員会を通じて COP10 に報告する

よう要請する。 
 


